
令和３年度 第１回精華町入札監視委員会 議事概要

日 時 令和３年５月１３日（木） １０時００分～１２時００分

場 所 精華町役場 庁舎３階 入札室

出 席 委 員 委員長 安保 嘉博（弁護士）

委 員 川勝 健志（京都府立大学副学長）

委 員 横田 慎一（公認会計士）

※全委員が、Web 会議システムにより参加

議 事 概 要 １．開会

２．議事

１）入札及び契約手続の運用状況等について

２）抽出案件に関する入札経緯等について

３）次回抽出委員の選出について

３．その他

４．閉会

審 議 対 象 期 間 令和２年１０月１日 ～ 令和３年３月３１日

審 議 対 象 件 数 ［工事］ ３４件

内

訳

一般競争入札 ３０件

指名競争入札 ０件

随 意 契 約 ４件

抽 出 案 件 １１件

委員からの意見・質問

とそれに対する回答等

意見・質問 回答等

別紙のとおり 別紙のとおり

委員会意見の内容 〇抽出案件に関する入札経緯等について

随意契約において、当該 1 者しか施工できないかどうかを調

査するべきである。

入札に参加しながら辞退した者について、辞退理由を書面で

提出させる仕組みを検討するべきである。

入札が最低制限価格にはりつき、抽選が増加していることに

ついて、改善策を検討するべきである。
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２ 議事

１）入札及び契約手続の運用状況等について

２）抽出案件に関する入札経緯等について

①令和２年度 稲植夢橋上部工維持修繕工事 …一般競争入札

②令和２年度 東西連絡通路修繕工事 …随意契約

③令和２年度 農業用施設災害復旧（017-502）工事 …一般競争入札

意見・質問 回答等

特になし。

意見・質問 回答等

○応札者が 2者の理由は。

○入札参加要件について、所在地と等級の設

定理由は。

○十分な競争性が見込めるとは、どのように

判断したのか。

○手持ち工事制限は、今後も実施していく方

針か。

○一般競争入札は、金額に関係なく、町内発

注を原則とするのか。

○技術的に町内で施工できる業者が限られ

ていたこと、また、工事内容が頻繁に発生す

るものでないことから入札参加者が少なか

ったと考えています。

○町内発注を原則としており、十分な競争性

が見込めるため、所在地の要件を町内発注と

した。

町内土木一式工事に係る等級区分（ラン

ク）に基づき、本案件の予定価格に応じた等

級を設定した。

○手持ち工事制限（同時に請け負うことがで

きる同種工事は 1件まで）を満たしていない

業者数を確認し、競争が見込めると判断し

た。

○今後も実施していく。

○金額要件や工事の特殊性等により、地域要

件を広げて発注している。

意見・質問 回答等

特になし。

意見・質問 回答等

○応札者が 1者のみとなった理由は。 ○現場の幅員が狭く、未舗装であることや運
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④令和２年度 里山交流広場休憩所付属施設設置工事 …一般競争入札

○現場条件が、入札参加を敬遠された理由

か。

○入札が不成立となっていた理由をどう考

えているか。

○随意契約に切り替えることを検討しなか

ったのか。

○1回目の入札不調で、設計や仕様を見直す

必要があると思うが、1回目の入札の状況は

どのような結果であったか。

○辞退理由の確認はしているか。

○辞退理由を把握することで、見直しを行う

タイミングがあったのでは。

搬距離の長さ等の現場条件が厳しいことか

ら、入札参加がしにくかったと考えていま

す。

○計 4回の不調が発生しており、1回目から

3回目までの発注では、現場条件や積算され

た結果から、入札参加を敬遠されたと考えて

おり、4回目の発注から積算の見直しを行っ

た。

○予定価格だけでなく、手持ち工事制限も一

つの要因と考えていましたので、災害復旧工

事において手持ち工事制限の対象としない

緩和を行った。

○3回目で随意契約として見積徴取を行った

が、全者辞退された。

○入札書提出前に辞退されたため、業者の入

札額はわかりません。

○京都府電子入札システムを用いた辞退の

手続であり、把握していません。

○3回目の見積徴取時に辞退された業者で、

過去に受注実績のある業者から辞退理由の

ヒアリングを行った結果、この予定価格では

厳しいという回答であった。

意見・質問 回答等

○応札者が 1者のみとなった理由は。

○京都府内産の木材という要件を外せば、参

○京都府内産の木材を使用することが要件

となっており、業者の経験がなかったことや

積算が合わなかったこと等が原因であると

考えています。

○その可能性はあります。
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⑤令和２年度 ため池監視システム整備工事 …一般競争入札

⑥難視聴対策施設移設作業 …随意契約

加業者が増えた可能性があるのか。

○入札参加者数を増やすことと入札参加要

件を変えることのどちらが優先されるのか。

○1者辞退の理由は。

○辞退理由を何らかの方法で把握すること

はできないのか。

○京都府の補助金を活用した事業であるた

め、この入札参加要件を優先した。

○京都府電子入札システムを用いた辞退の

手続であり、把握していません。

○京都府電子入札システム以外の部分で把

握することについて、検討していく。

意見・質問 回答等

○失格者が多かったが、最低制限価格を算出

するのが難しい案件であったのか。

○本案件は、中央公契連モデルに基づき、最

低制限価格を算出していないのか。

○入札参加者 6者が、最低制限価格を下回っ

ている原因は。

○難しい案件でした。

○中央公契連モデルを準用して算出してい

る。

○一般的な土木工事と比べ、本件のような設

備工事は最低制限価格が高くなる傾向があ

るため、結果として、最低制限価格を下回っ

たものと考えています。

意見・質問 回答等

○予定価格が非公表であったが、落札率が

100%である理由は。

○この事業を行うことができる業者は、1者

のみであったから 1者選定か。

○1者しかできないことを確認したのか。

○確認すべきである。設計書や図面等があれ

ば、施工することができる業者がいる可能性

がある。

○落札業者からのみ見積書を徴取した。

○そのとおりです。

○確認していません。

○今後、改善していきます。
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⑦令和２年度 僧坊・前川線他交通安全灯新設工事 …随意契約

⑧令和２年度 国道１６３号精華拡幅工事に伴う水道管移設（その２）工事

…一般競争入札

⑨令和２年度 流域関連公共下水道事業 精華第１１処理分区整備（旭その３）工事

…一般競争入札

意見・質問 回答等

〇この業者しかできない理由は。

○1者随意契約でこの落札率となっているの

は、値切ったのか。

○随意契約を行うにあたり、通例で発注を行

わず、その業者しかできないかどうかの判断

をするべき。その上で、発注方法を検討すべ

きである。

○交通安全灯の維持管理は、町方針により、

地区割で個別の担当業者に発注しているた

め、今回の新設も地区割の担当業者に発注し

た。

○予定価格が非公表であり、結果的に業者の

見積金額により、この落札率となった。

○委員のご意見を踏まえ、調整していきた

い。

意見・質問 回答等

○応札者が 2者の理由は。

○この種類の工事が施工できるのは、3者ほ

どであるのか。

○手持ち工事制限は、業者への受注機会の提

供と 1者に受注が集中した場合、実際に施工

できるのかといった実現可能性の問題を解

決するための趣旨で設けているのか。

○入札参加業者が 3者であったが、うち 1者

が手持ち工事制限に該当したため、本案件を

辞退されたことで 2者となった。

○本案件は、A級業者が対象であり、町内 A

級業者が 10 者いるが、この時点で手持ち工

事制限を満たしていない業者が 5 者であっ

た。

○そのとおりです。

意見・質問 回答等

○応札者が 2者の理由は、手持ち工事制限を

満たしていない業者のうち、入札参加した業

○そのとおりです。
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⑩令和２年度 流域関連公共下水道事業 精華第１４処理分区整備（柘榴その６）工事

…一般競争入札

⑪令和２年度 祝園・四ノ坪既設管防護等工事 …随意契約

者が 2者であったということ。

意見・質問 回答等

○2者応札で 1者が無効となった、かつ、落

札率が高くなった理由は。

○1者が無効となった理由は、案件⑨で落札

された業者が手持ち工事制限を満たしたこ

とにより、無効となった。

高落札となった理由は、業者にヒアリング

をした結果、工事内容等を踏まえ、入札額を

少し上げて入札したと聞いている。また、予

定価格を知り得ない状況での入札であった

ため、結果的に高落札となったものであると

考えています。

意見・質問 回答等

○工事内容からすると、町外の業者にお願い

せざるを得ないということか。

○本案件は、JR に委託している雨水路工事に

関連する工事であり、本体工事との関連性が

高いことから、工事の安全性や工期短縮を考

慮し、本体工事を施工している業者に随意契

約した。


